


別紙 ６ 

１社随意契約する理由 

 

工  事  名  令和７年度 上水 No.２４ 猿沢地内消火栓移設工事 

１社随意契約する理由 村上市財務規則第１３３条第３項第５号の規定による（緊

急性） 

 

当該工事は、民地内に設置してある消火栓の移設工事で

す。 

当該土地所有者より早期移設依頼があり、消防からの要

望により早急な対応が必要となったため、配水管緊急修繕

工事等の業務委託を契約している村上管工事組合が指定す

る下記の当番事業者と随意契約を締結するものです。 

 

 

 

 

随意契約の相手方 

 

 

村上市塩町１２番１４号 

 旭電工 株式会社  

  代表取締役 齋藤 源 

 




